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１ はじめに(Introduction) 
 
SGEC は、2003 年 6 月、日本で定着している森林計画制度などの基盤の上に、独自の

「我が国にふさわしい森林認証制度」として設立されたものであるが、制度の骨格を

規定する「『緑の循環』認証会議大綱」の中で、その国際性について「森林認証に関す

るグローバルな活動に積極的に参画し、国際社会と連帯していくなかで SGEC のアピ

ール活動を対外的に行」うことを、強調している。 
本稿では、その方向性の下に、この 10 年ほどの、国際的な森林認証諸制度間の連携と

協力に関する議論をふまえ、SGEC の当該分野に関する基本的な考えを明らかにする

ものである。 
 
 
２ 国際的な認証制度間の議論の評価 
 
90 年代中頃以降、様々な森林認証制度が国際的に生まれるようになり、政府間や、民

間同士の様々な枠組みにおいて、相互承認や各認証制度の評価手法、連携についての

議論が行われてきた。その主なものは、①IPF（森林に関する政府間パネル）におけ

るガイドラインの合意1、②IFIR（国際森林産業円卓会議）の森林認証相互承認の国際

的枠組みの提案2、③WBCSD（持続可能な発展のための世界経済人会議）による適格

性閾値モデル3、④CEPI（欧州製紙産業連盟）による森林認証マトリックス分析4、⑤

世銀 WWF による QACC（認証制度の包括的評価に関する調査表）5、⑥TFD(The 
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Forest Dialogue)「森林認証の影響と評価の枠組み」調査報告6などである。 
欧州北米の先進輸出国などを中心とした相互承認の取り組みの進展はあるが、環境団

体も含めた包括的な連携の取り組みについては、初期の相互承認の野心的な取り組み

は実現に至らず、また、制度間の違いを評価する客観的な仕組みを作り出すという現

実的なアプローチも、未だ成果を上げるにいたっていない。 
ただし、「複数の制度が将来にわたって並立してゆく」という現実を、諸制度間で認め

あう中で、並立する制度間の対話のベースが積み重ねられてきたことは、一つの成果

であると評価できる。 
 
 
３ SGEC の考え方 
 
３－１ 大綱での立場 
 
「『緑の循環』認証会議大綱」では「森林認証に関するグローバルな活動に積極的に参

画し、国際社会と連帯していくなかで SGEC のアピール活動を対外的に行い、SGEC
の国際性をふまえ相互承認の仕組みを検討する。特に、森林・林業構造、自然・文化

的条件に共通性が多く、経済・社会的にも密接な関係にある、近隣アジアの国や地域

との連携に努めるものとする。」と記述されており。国際性を強調するとともに、アジ

アにおける先進国の認証機関としての立場を強調している。 
 
３－２ SGEC の関係者の期待 
 
SGEC という認証制度に利害関係を持つ関係者は、第一にこの制度によって自らの森

林管理水準および自らの商品の履歴を消費者・購入者に情報提供する立場の森林所有

者・流通加工業者、第二に自ら購入する商品の環境負荷を知ろうとする林産物の消費

者・購入者、第三に日本の森林の環境的・社会的な機能に関心をもつ行政関係者・環

境団体・一般市民、などである。 
SGEC の国際性に対する上記関係者の共通する関心事項は、「SGEC が国際的な森林環

境問題をふまえて形成されてきた国際的な諸認証制度の水準に比べて十分に高い水準

にあるかどうかという判断基準と比較の結果がほしい」という点である。また、流通・

加工の業者の一部は、他の認証制度の認証製品を今後日本市場において取り扱うとし

た場合、当該認証制度と SGEC の関係が明確になっていた方が戦略を立てやすい、と

いう点で国際認証を展開する一部の制度との相互承認に関心を示している。ただし、
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多くの業界関係者にとって、我が国の木材製品を欧米を含む世界市場で販売展開する

という点についてのモチベーションが乏しいため、一部の制度との相互承認を進める

というインセンティブは必ずしも大きくないのが現状である。 
 
３－３ 国際認証諸制度間との連携・協力に関する SGEC の３つの方針 
 
以上をふまえて、国際認証諸制度との連携・協力について SGEC は以下の方針で取り

組むこととする。 
 
（１） 国際的・客観的な制度評価の取り組みに貢献する 
 
国際的に多くの認証制度が並立する中で、「相互に差異を認めながらお互いの立場を尊

重する」見地に立ち、FAO，ITTO などの国際機関や、The Forestry Dialogue などの

ような関係者がバランスよく集まる場において、各国各地域の自然環境、市民社会、

生活慣習、風土文化などダイバシティ（多様性）を尊重した、各国の森林認証制度が

平等かつ公正な立場で発展することに努める。 
また、将来の包括的な相互承認という展望を維持しながら、当面、客観的な評価を提

供する仕組みをつくる国際的な作業に可能な限り貢献することとする。 
 
（２） SGEC の国際的な評価を求める 
 
CEPI（欧州製紙産業連盟）の森林認証マトリックス、世銀・WWF の QACC（認証制

度の包括的評価に関する調査票）などで開発され提案されている、認証制度を客観的

に評価する枠組みに対し、当該枠組みが多くの評価事例を積み重ねられていることを

前提として、積極的に SGEC の評価を求め、SGEC 制度の普及と改善に資する。 
 
（３） アジアでの認証制度との連携をはかる 
 
特に東南アジア、東アジア地域の認証制度の進展が重要な課題と認識し、この地域の

認証制度との情報交換を進め、できる限りの協力を行う。 


